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 旧一般電気事業者と新電力のベースロード電源へのアクセス環境のイコールフィッティング
を図り、更なる小売競争の活性化を図る仕組みとしてベースロード市場（以下「BL市
場」という。）を創設し、2019年7月よりJEPXにおいてオークションが開始された。

 2020年度に実施された2021年度受渡分の第3回オークション（入札期間：11月20
日～11月30日）の結果を報告する。

 また、11月30日をもって終了した2020年度の全3回のオークション結果を総括し、改め
て報告するとともに、2020年12月21日に電力・ガス取引監視等委員会（以下「監視
等委員会」という。）より公開されたBL市場の監視結果についても紹介する。

はじめに
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項目 内容

市場管理者 ・日本卸電力取引所（JEPX）
主な取引主体 ・売入札：旧一般電気事業者、電源開発（新電力の売入札も制限されていない）

・買入札：新電力（旧一般電気事業者の自エリアが含まれる市場以外での買入札も制限されていない）
オークション方式 ・シングルプライスオークション

・受渡し年度の前年度に、年3回（7月、9月、11月）オークションを実施
商品の形態 ・電力量（kWh）を取引

・燃調等のオプションを具備しない受渡期間1年の商品（受渡し開始は4月）
市場範囲 ・①北海道エリア、②東北・東京エリア、③西エリアの3つ（市場分断状況を踏まえ設定）

精算方法 ・商品の受渡しは、現行の先渡市場と同様、スポット市場を介して実施
・3つのエリア毎に基準エリアプライスを設定し、基準エリアプライスと買い手のエリアのエリアプライスの値差が生じ
る場合に精算

買い手の取引要件 ・各事業者のベース需要を基とした事前要件（各社の購入枠を設定するなどして、実需を上回る購入を行う
ことができないような措置を講じる）と事後要件（転売制限の設定など行い、実需を上回る購入があった場
合に事後的に何らかの措置を講じる）を設定

売り手の取引要件 ・市場への供出価格について、大規模発電事業者は、グループ内の小売部門に対する自己のベースロード電
源の卸供給価格と比して不当に高い水準とならないよう、ベース電源の発電平均コストを基本とした価格で
投入。

（参考）ベースロード市場の概要（2/2）
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2020年度第3回オークションの監視結果
 監視等委員会による第3回オークションの監視の結果、各大規模発電事業者の市場供出量は、
いずれもBL市場ガイドラインで定める投入電力量を満たしていたことが確認されている。

 また、各大規模発電事業者は、供出上限価格をBL市場ガイドラインに沿った方法で設定し、そ
れ以下の価格で市場への供出を行っていたことが確認されている。

出所：「2021年度分ベースロード取引市場
（第3回オークション）に係る監視結果について」
（令和2年12月21日）（電力・ガス取引監視
等委員会）より

第3回オークション監視結果
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監視の結果総括
 監視等委員会によるオークションの監視結果は、以下のとおり分析されている。
 オークション回数を重ねるにつれ、売り手と買い手の求める価格水準の乖離は縮小する傾向にあった。
 売り手及び買い手にヒアリングを行ったところ、翌年のスポット市場価格や相対契約価格を想定し、それを
ベースとして入札したとの回答があった。

 今後は、大規模発電事業者の自己又はグループ内の小売部門に対するベースロード電源に係る
卸供給価格と推定される価格が、BL市場へ供出した価格を不当に下回っていないか等について、
引き続き監視を行うこととされている。
※2020年度取引分の受渡しは、2021年4月から開始となる。

（出所）「2021年度分ベースロード取引市場（第3回オークション）に係る監視結果について」（令和2年12月21日）（電力・ガス取引監視等委員会）より
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 2020年度のオークション状況について、監視等委員会が、買い入札事業者からヒアリングした結
果、以下のような意見が見られた。

監視等委員会によるヒアリング結果

（出所）「2021 年度分ベースロード取引市場(第３回オークション)に係る監視について」（令和2年12月21日 電力・ガス取引監視等委員会）をもとに事務局にて作成

 約定量は少ないが、約定価格は、オークション以降の相対契約交渉時の指標として有用である。

 約定価格は、全体的に昨年と比べ安くはなっているが、北海道エリア及び東日本エリアは依然とし
て高く、割高感がある。他方で、西日本エリアは妥当な価格水準になってきている。

【約定結果について】

 年間約定総額の3％や、約定日の翌日から最長で21ヶ月間預託金の拘束期間があるため、預託
金の負担が大きい。

【預託金について】

 翌期の相対契約の交渉が本格化するのは12月～２月頃であることから、7月、9月、11月のオー
クション開催時期を後ろ倒しにして欲しい。そうすることで、考慮される燃料費の価格変動のリスクプ
レミアムが小さくなり、売り手と買い手の価格水準の乖離が小さくなるのではないか。

 前年度の早い時期に一定の数量・価格を固定できることはメリットと考えており、調達のポートフォリオ
の一つの手段になり得る。

【開催時期について】


